
貸金業の新規・更新登録における
みやぎ電子申請サービスの申請方法について

【概要】

◆ 貸金業に関わる各種申請・届出（貸金業新規・更新登録、変更届出、

各種報告書等）について、みやぎ電子申請サービスによる受付を開始

しました。

◆ みやぎ電子申請サービスによる申請の場合は、手数料（150,000円）

をオンライン決済（クレジットカードまたはPayPay）で納付する必要

があります。

◆ なお、従来どおり、郵送や持参による紙申請も可能です。

◆ オンライン決済を利用した貸金業の新規登録・更新登録の申請方法に

ついて、次ページからご案内します。



はじめに

✓ キャッシュレス決済（オンライン決済）の詳しい方法については、下記

ページをご覧ください。

（宮城県ホームページへリンク）

✓ みやぎ電子申請サービスについては、下記ページをご覧ください。

（宮城県ホームページへリンク）

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kaikei/cashless.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/20100705densisinseigaiyou.html


１．みやぎ電子申請システムの申請方法

①電子申請サービスにアクセスし、「申請へ進む」またはアカウントをお持ちの方はログインを選択。

（１）ログイン・電子メール認証

③登録したアドレス宛に入力フォームのURLが送付されますので、クリックして入力を開始してください。

②「申請へ進む」を選択した場合、メールアドレスを登録してください。

※アカウントにログインした場合は当作業は不要です。そのまま入力を開始してください。



１．みやぎ電子申請システムの申請方法

①必要事項を入力し、送信します。

送信が完了すると、右図のような画

面になります。金額を確認して「決

済情報確認画面へ進む」をクリック

してください。

②「決裁方法」を選択し、クレジッ

トカードの場合はカード番号などを

入力します。

（２）申請、オンライン決済



１．みやぎ電子申請システムの申請方法

③カード番号などの入力が完了し、

「決済情報確認画面へ進む」をクリッ

クすると右図のような画面になります。

④「決済して申請を完了する」をク

リックし、「送信完了」の画面が表示

されれば、申請完了です。 申請者には、

入力したアドレス宛に申請・決済内容

が記載されたメールが届きます。

※申請・決済内容が記載されたメール

は、決済が完了したことの証明になり

ますので、必ず保存してください。

（２）申請、オンライン決済
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